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パ ー ニ ニ派 に於 け るatidesaに つ い て

小 野 俊 成

Paniniの 文 法書Aatadhyayiに は無数 の意匠が凝 らされ てい る。 本稿 ではそ の一

例 としてatidesa 「拡 大適用」1)と い う現象に関す る情報 を整理 ・分析す る。

 atidesaはPanni派 文 法学だけ でな く, 祭 式学等 に も見 られ る現象 である。

彼 は既成術語 に定義 を与 えないので, 我 々は個 々のatidesasutraの 規 定 内容か ら

atidesaの 定 義を帰納せねばな らない。 そのatidesasutraの 識 別基準 として, 従

来vatIと い う接辞が利用 されて きた2)。 しか し,  P 1. 2. 1gahkutadibhyo 'nnin

hit//等 の例外3)も あ り, よ り厳密 に 「指示項 目(uddesya)と 被 規定項 目(vidheya)

とが, 比 喩 対象(upameya)と 比 喩手段(upamana)の 関 係にあ る規則」 と定 義す

べ きである。 つ ま りatidesasatraと は(直 喩であれ暗喩であれ)比 喩 の形 で書かれ

た規則 であ り, 準 則 の機能を果た してい る。 お よそ比喩 には, 比 喩手段, 比 喩対

象, 共 通性 の三要素が ある4)。 そ の中で共通性, 即 ちatidisyadharma「 拡 大適用

され るべ き項 目」 は複数想定 できるが, 最 も簡潔 な派生過程を もた らす項 目こそ

が望 ましい。 それを注釈家達 はpradhanya r主 要 性」 と表現 した5)。 papini派 で

は このatidisyadharmaに 着 眼 して,  atidesaを 六 ～七種 に細分化 した。 即 ち, 

nimittatidesa,  vyapadesatidesa, sastratidesa,  rtpatidesa,  karyatidesa,  tadatmya-

tidesa, 及 びarthatidesaで あ る。

 atidisyadharmaは, 具 体 的 には被操作要素6)(karya)で あ る事例, つ ま りka-

ryatidesa「 被操 作要素の拡大適 用」が多い。 この解釈 で説 明できない事例, 即 ち

karyatidesaの 排 除要因が ある時 に限 って, 他 の種類 のatidesaに 従 って解釈す

る とSabdakaustubha on P 1. 1. 5sは 言 う。つ ま り, どの種類のatidesaもka-

ryatidesaと の対比 に於 いて設 け られ ているわ けである。

 §astratidesa「 文 法規則の拡大適用」 とkaryatidesaと の 間には幾つか の相違点

があ る。 例えぽ解 釈規則P1. 4. 2vipratisedhe pararh karyam//のparatvaを

考 慮す る 際 で あ る。<pacyate odanah svayam eva>の 場 合,  P 3. 1. 87 ka-

rmavat karmapa tulyakriyh//に よ り獲得 されたyaK(Cf.  P 3. 1. s7 sarva-

dhatuke yak//)はP3. 1. s8 kartari sap//のSaPよ りparaと 考 え られて

い る。 これはP3. 1. 87がkaryatidesaだ か らであ る。 もしsastratidesaな ら
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ぽ, yaKはP3. 1. s7の ま まと見倣 され,  SaPがparaと な って し ま う。 或

いはBhairavi on Prauhhamanorama 274(P 7.1. 95)で 紹 介されたP4. 2. 34

kalebhyo bhavavat//の 誤 った適用例<*masepyarh>か らすれぽ,  pratyayaと

それ に先行す るprakrtiと の対 応関係を特 定 したまま拡大適 用できる事 も相違点

の一 つである。 両者をま とめれば, sastratidesaと は 「各 々の条件を伴 なった被

操作要素を拡大適用す る操、作」だ と言 える。

 P1. 3. s0 sadeh sitah//,  P 1. 3. s1 mriyater luhlinos ca//,  P 1. 3. s2 Pur

vavat sanah//と い う三規則の配列 は, 我 々に<～sadL+saN>と<～mrN+

saN>を 容 易 に想起 させ る。 注意すべ きは, そ の実現形がくaisatsati><mumur-

sati>で あ り,  P 1. 3. s2が 適 用 されていない点であ る。 これ はP1. 3. s2が

karyatidesaで もsastratidesaで もな く,  nimittatidesa「 導 入根拠の拡大適用」

だか らで ある。 因 にPadamanjari on P 1. 1. 5s&P1. 3. s2で は,  nimittaが

別 の基体 に移動 され る事 はあ り得 ないが, 別 の基体 に於い て機能 し得 る と説かれ

ている。 つ ま りnimittatidesaと はrxに 存 在す る導入根拠 の機能を, 別 の要素

に も拡張す る操 作」なのであ る。

 vyapadesatidesa「 特 殊名称 の拡大適用」 の規定例を示す時 に, 注 釈家達 はP

1. 1. 21 adyantavad ekasmin//を 挙 げ る。 しか し同規則はkaryatidesaで あ

り, vyapadedatidesaと 見 倣す のは古 えの学者達(prahca与)の 説 である とSabda-

kaustubha on P 1. 1. 5sに 指 摘 され てい る。 例 えば<kurute>の 派 生 時 に, 

<～DUkrN+ta>と い う状 態でP1. 1. 21は 適 用可能だが,  vyapadesatidesa

だ とす るとP3.4. 79 tita atmanepadanam ter e//のetvaが 適 用不可能 であ

る。 何故な らP1. 1. s4 aco 'ntyadi tih//で 規 定 されたtiの 条 件はacu'ntyadi

「最 終母音を 冒頭 に持つ部分」 であ り, た とえantaと い う特殊 名称 が拡大適 用さ

れて もtisanjnaは 得 られないか らであ る。一 方karyatidesaな らばetvaと い う

被操作要素が直接的に獲得 され る。 またVarttika 2 ad P1. 1. 21 tatra vyapa-

desivadvacanam//はvyapadesatidesaで あ り, これ に よればantyo'diと い う

特殊名称が拡大適用 され, 同 じ結果が派生す る。 私見に依れぽAstadhyayi中 の

atidesasUtraでvyapadesatidesaだ と断定 された例 は無い よ うで ある7)。 もし本

当に無い のな ら, vyapadesatidesaはatidesaの 種 類 として は特異な もので ある

と言え よ う。

 rUpatidesa「 語 形 の拡大適用」 には, 音 連鎖が他 の項 目に拡張 され, 他 の属性

(e. g. 性)に 影響を与 えない とい う長所があ る。 即ちTattvabodhini qn P s. 3. 34
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striyah pumvad bhasitapumskad anunsamadliikarane striyam apuranapriya-

disu//で は<vatapdi ca asau vmdarika vatapdyavrndarika>と い う喩例が紹

介 され てい るが, そ の意図 は次 のよ うに推理で きよ う。 もしP3. 3. 34がkar-

yatidesaな らば,  P 7.2. 117 taddhitesv acam,  adeh//に よるa音 代置が拡大適

用 で きて も, P4. 1. 73-arhgaravad yano hin//に よるNiNの 付 加 は排除 さ

れ ないので, <*vatapdivnndarika>と い う誤謬が生 じよう。 また, 後 述す るart-

hatide-a「 意味 の拡大適用」 の場合, <vatapdi>に 男 性genderが 拡 大適用 され

<vatapsya>は 派 生 できるが,  samasaの 後 分 も男性形 め<vrndarakah>に な

り, 〈vatapdyavnndarakah〉 とな って しまお う。一方ruopatidesaで は<vatap-

di>に/vatapsya/. が 拡 大適用 され, 望 ま しい語形<vatandyavnndarika>が 派 生

す る。

 Nyasa on P 2.1. 12 sub amantrite parahgavat svare//で は, 同 規 則がkary

atide-aや-astratide-aやvyapade-atide-aで はな くtadatmyatide-a「 同一性

の拡大適用 」に解釈せね ばな らない と言 う。つ ま り<kupdena atan>と い う状

況でP3. 1. 198 amantritasya ca//が 適 用可能 であるが, 前 三者 では<kupde-

na>と<atan>と にP3. 1. 198が 適 用 され てしま う。tadatmyatideaaの 場 合, 

<atan>が 持 つ属性(i. e.  amantritatca)を<kupeena>に も拡大適用 して, 全

体が 一つ のamantritaと 見 倣 され, <kupdena-atan>の 冒頭音節 にudattatvaが

適 用 され, 正 しい結果が派生す る。 要す るにtadatmyatidesaは, 「或 る集合X

に 本質 的に認 め られ るx性(tadatman)を,  Xに 属 さない要素yに 対 して も拡張

す る事 に よって, yをXに 所属 させ る操作」を構築 してい るのであ る。

 通 常atide-aは 以上 の六種 に分類 され るが,  arthatide-aも 古 くか ら言及 され

てい る。Nyasa & Padamanjari on P 1. 2. 58 jatyakhyayam ekasmin bahuva-

canafn anyatarasyam//で は,  atidi-yadharmaはbahutva「 複 数性」 とい う意

味である と明言 された。 つ ま り<sarhpanna+yava>と い う語形 に対 してP1. 

2. 58は 任 意に適用可能であ るが, karyatide-aで は〈*salhpanno yavah〉 とい

う誤謬 が生 じ, arthatidesaで は〈sarhpanna yavah〉 とい う正 しい語形 が派 生さ

れる。karyatidesaで 解 決 できない事例を説 明で きる点か らすれば, 第 七のati-

de-aと して承認す べ きである。 arthatidesaの 対 象 は性 ・数 とい うdyotyarthaば

か りの よ うであ り, しか もそれ らはatidesaに よ って適用可能 となる他の規則 の

適 用条 件 として示 された ものである。 この点ではnimittatidesaと の類似性 が指

摘 できる。 ただ六種説を紹介す る文法家が多い のは, 音 連鎖 と意味 との恒 久的結
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合関係の掩乱を懸念するからであろう。

 このようにatide舶 は比喩とい う常識的な観念から出発しつつも, 極めて緻密

な規定形式へと昇華された。 このatidesaの 細分化は決して望ましくな い 筈 だ

が, 簡潔な規定を実現し, 規則の誤用を排除す る為に利用されたのである。

1)Nyayakosaの 記 述itaradharmasya itarasmin prayogaya adesah/「 或 る項 目xが

 持 つ属 性 を, 別 の項 目yに 関 係 を持 たせ る為 に, (yに も)移 動 す る 事 」 や, K.V.

 Abhyankar達 の 訳語extended applicationを 踏 ま え, 「拡 大適 用 」 とい う訳 語 を あ

 て る。

2) atide6asUtra中 のvatIは 、 P 5. 1. 115 tena tulyamkriya ced vatih//とP5. 1. 

 116tatra tasya iva//で 規 定 され る。 ち な み にP5. 1. 115に よ って 規 定 さ れ たvatI

 は 作用(kriya)間 の 同等 性 を,  P 5. 1. 116に よ るvatIは 存 在 物(dravya)間 や 属性

 (guna)間 の 同 等 性 を 意 味 領 域 と して 導 入 され る。 興 味 深 い 事 に, この 規 定 領 域 の差

 異 は個 々の拡 大適 用 規則 の 解 釈 時 に 意 識 され な い よ うで あ る。Cf. Nyasa on P7. 1. 

 95 trca tulyalh vartata iti trjvat/& Padamahjarl ibid.,  trca iva trjvat/

3)P1. 2. 5,  P 1. 2. 58,  P 2. 4. 1,  P 6. 4. 163,  P 7. 1. 90と そ のadhikara内 の 諸 規 則

 は, vatlの ないatidesasutraと して 注 釈 され て い る。 P 6. 1.86 Satuvatukor asid-

 dhah/やP8. 2.1Purvatra asiddham//は 伝 統 的 にasiddhavadbhavaと 見 倣 され

 て い た が, Bronkhorst, 八木 徹 の 両 氏 に よ り疑 義 が 唱 え られ て い る。

4) Cf.  Padamanjjari on P 5. 1. 115 yena upamiyate,  yasca upamiyate,  yas ca tayoh

 sadharano dbarmah tat trayam apy apeksya upamanopameyabhavah pravartate/

5)例 え ば<vrksaya>の 派 生 時 に於 け るP1. 1.56 sthanivad adeso 'nalvidhau//の

 atidiayadharmaと して, 次 の(1)～(4)が 想 定 で き る。 これ ら は順 に因 果 関 係 に あ り,

(4)がpradhanyaを もつ と言 わ れ る。

<vrksa+ya>P 4. 1. 2, P 1. 4. 22 & P7. 1. 13

P1. 1. 56 sthanivad ade60'nalvidhau//

(1)suptva… …Neと 同 様 にsuptvaを もっ と見 倣 す

(2)sUP Neと 同様に術語名称sUPを もつと見倣す

(3)P7. 3. 102…Neと 同 様 の 規 定 を持 つ と見傲 す

<vrka+ya>(4)長 音...Neが 後 続 す る時 と同 様 に長 音 が 代 置 され る

6)karyaと い う術 語 は 「文 法 操 作 」 全 体 も 「被 操 作 要 素 」 を も指 示 し得 るが, sastra-

tidea等 の分 析 結 果 か らす れ ば, karyatideaのkaryaは 後者 を意 図 して い る と考 え

る。

7)P6. 1.85 antadivac ca//vyapadeivadavaと 呼 ばれ る。 これ は. sthaniva-

dbhavaやnidvadbhava等 と同 レ ヴ ェル の術 語 で あ りatideaの 種 類 を表 す もの で

は無 か ろ う。P6. 1. 85がkaryatidea等 とは別 種 のatideaで あ る と主 張 す る注 釈

書 を見 出 し得 なか っ た。

<キ ー ワー ド>atidea, パ ー ニ ニ文 法.

(広 島大 学 大 学 院 修 士 過 程 終 了)
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